
三沢市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱 

 

（平成２８年８月１８日制定） 

（平成２８年１０月２８日一部改正） 

（設置） 

第１条 本市において、医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者等が、住み慣れた地域で自分ら

しく安心して暮らし続けることができるよう、包括的かつ継続的な在宅医療と介護サービス

を提供する体制構築に係る方策等を協議するため、三沢市在宅医療・介護連携推進協議会（以

下、「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）医療と介護の連携及び支援体制の構築に関すること。 

 （２）在宅医療・介護連携に必要な知識に関する関係機関等への普及に関すること。 

 （３）在宅医療・介護連携に関する地域住民への普及啓発に関すること。 

 （４）前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に関し必要と認められること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５名以内で組織し、次に掲げる組織、団体から推薦された者のうちか

ら市長が委嘱する。 

（１）地域医療・介護関係者 

 （２）保健関係者 

 （３）地域包括支援センター、在宅介護支援センター 

 （４）その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任することができる。 

（会長） 

第４条 協議会には会長を１名、及び副会長を２名置く。 

２ 会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期とする。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下、「会議」という。）は会長が招集し、会長が議長を務める。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、三沢市福祉部介護福祉課において処理する。 



（守秘義務） 

第７条 第３条に規定する協議会の構成委員及び第５条第３項に規定する出席者は、職務上知

り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、その都度会長が協

議会に諮って定めるものとする。 

 

  附則 

 この要綱は、平成２８年８月１８日から施行する。 

 

  附則 

この要綱の一部改正は、平成２８年１０月２８日から施行する。 


